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労働安全衛生法のもとで行う測定の関係規則条文（抜粋） 
 

 

１．粉じん障害防止規則（昭和 54年労働省令第 18号） 

２．労働安全衛生規則（昭和 47年労働省令第 32号） 

３．電離放射線障害防止規則（昭和 47年労働省令第 41号） 

４．特定化学物質障害予防規則（昭和 47年労働省令第 39号） 

５．石綿障害予防規則（平成 17年厚生労働省令第 21号） 

６．鉛中毒予防規則（昭和 47年労働省令第 37号） 

７．有機溶剤中毒予防規則（昭和 47年労働省令第 36号） 

 

１．粉じん障害防止規則（昭和 54年労働省令第 18号） 

第六条の四 事業者は、前条第一項の規定による空気中の粉じんの濃度の測定の結果に応じ

て、換気装置の風量の増加その他必要な措置を講じなければならない。 

２ 事業者は、粉じん作業を行う坑内作業場について前項に規定する措置を講じたときは、

その効果を確認するため、厚生労働大臣の定めるところにより、当該坑内作業場の切羽に

近接する場所の空気中の粉じんの濃度を測定しなければならない。 

３ 事業者は、前条又は前項の規定による測定を行つたときは、その都度、次の事項を記録

して、これを七年間保存しなければならない。 

 一 測定日時 

 二 測定方法 

 三 測定箇所 

 四 測定条件 

 五 測定結果  

 六 測定を実施した者の氏名 

 七 測定結果に基づいて改善措置を講じたときは、当該措置の概要 

 八 測定結果に応じた有効な呼吸用保護具を使用させたときは、当該呼吸用保護具の概要 

４ 事業者は、前項各号に掲げる事項を、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え

付ける等の方法により、労働者に周知させなければならない。 

 

（粉じん濃度の測定等） 

第二十六条 事業者は、前条の屋内作業場について、六月以内ごとに一回、定期に、当該作

業場における空気中の粉じんの濃度を測定しなければならない。 

２ 事業者は、前条の屋内作業場のうち、土石、岩石又は鉱物に係る特定粉じん作業を行う

屋内作業場において、前項の測定を行うときは、当該粉じん中の遊離けい酸の含有率を測

定しなければならない。ただし、当該土石、岩石又は鉱物中の遊離けい酸の含有率が明ら

かな場合にあつては、この限りでない。 

３ 次条第一項の規定による測定結果の評価が二年以上行われ、その間、当該評価の結果、

第一管理区分に区分されることが継続した単位作業場所（令第二十一条第一号の屋内作業

場の区域のうち労働者の作業中の行動範囲、有害物の分布等の状況等に基づき定められる

作業環境測定のために必要な区域をいう。以下同じ。）については、当該単位作業場所に

係る事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長（以下この条において「所轄労働基準監

督署長」という。）の許可を受けた場合には、当該粉じんの濃度の測定は、別に厚生労働

大臣の定めるところによることができる。この場合において、事業者は、厚生労働大臣の

登録を受けた者により、一年以内ごとに一回、定期に較正された測定機器を使用しなけれ

ばならない。 

４ 前項の許可を受けようとする事業者は、粉じん測定特例許可申請書（様式第三号）に粉じん測

定結果摘要書（様式第四号）及び次の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければ

ならない。 

一 作業場の見取図 

参考資料１－２ 
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二 単位作業場所における測定対象物の発散源の位置、主要な設備の配置及び測定点の位置

を示す図面 

５ 所轄労働基準監督署長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、第三項の許可をし、

又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に通知しなければなら

ない。 

６ 第三項の許可を受けた事業者は、当該単位作業場所に係るその後の測定の結果の評価により

当該単位作業場所が第一管理区分でなくなつたときは、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基

準監督署長に報告しなければならない。 

７ 所轄労働基準監督署長は、前項の規定による報告を受けた場合及び事業場を臨検した場合に

おいて、第三項の許可に係る単位作業場所について第一管理区分を維持していないと認めたと

き又は維持することが困難であると認めたときは、遅滞なく、当該許可を取り消すものとする。 

８ 事業者は、第一項から第三項までの規定による測定を行つたときは、その都度、次の事項を記

録して、これを七年間保存しなければならない。 

一 測定日時 

二 測定方法 

三 測定箇所 

四 測定条件 

五 測定結果 

六 測定を実施した者の氏名 

七 測定結果に基づいて改善措置を講じたときは、当該措置の概要 

 

 

２．労働安全衛生規則（昭和 47年労働省令第 32号） 

（騒音の測定等） 

第五百九十条  事業者は、第五百八十八条に規定する著しい騒音を発する屋内作業場につい

て、六月以内ごとに一回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。 

２  事業者は、前項の規定による測定を行つたときは、その都度、次の事項を記録して、こ

れを三年間保存しなければならない。 

  一  測定日時 

  二  測定方法 

  三  測定箇所 

  四  測定条件 

  五  測定結果 

  六  測定を実施した者の氏名 

  七  測定結果に基づいて改善措置を講じたときは、当該措置の概要 

 

（坑内の炭酸ガス濃度の測定等） 

第五百九十二条  事業者は、第五百八十九条第一号の坑内の作業場について、一月以内ごと

に一回、定期に、炭酸ガス濃度を測定しなければならない。 

２  第五百九十条第二項の規定は、前項の規定による測定を行つた場合について準用する。 

 

（坑内の通気量の測定） 

第六百三条  事業者は、第五百八十九条第三号の坑内の作業場について、半月以内ごとに一

回、定期に、当該作業場における通気量を測定しなければならない。 

２  第五百九十条第二項の規定は、前項の規定による測定を行つた場合について準用する。 

 

（坑内の気温測定等） 

第六百十二条  事業者は、第五百八十九条第二号の坑内の作業場について、半月以内ごとに

一回、定期に当該作業場における気温を測定しなければならない。 

２  第五百九十条第二項の規定は、前項の規定による測定を行つた場合について準用する。 
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３．電離放射線障害防止規則（昭和 47年労働省令第 41号） 

（線量当量率等） 

第五十四条  事業者は、前条第一号の管理区域について、一月以内（放射線装置を固定して

使用する場合において使用の方法及び遮へい物の位置が一定しているとき、又は三・七ギ

ガベクレル以下の放射性物質を装備している機器を使用するときは、六月以内）ごとに一

回、定期に、外部放射線による線量当量 率又は線量当量を放射線測定器を用いて測定

し、その都度、次の事項を記録し、これを五年間保存しなければならない。 

  一  測定日時 

  二  測定方法 

  三  測定器の種類、型式及び性能 

  四  測定箇所 

  五  測定条件 

  六  測定結果 

  七  測定を実施した者の氏名 

  八  測定結果に基づいて実施した措置の概要 

２  前項の線量当量率又は線量当量は、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難な

ときは、同項の規定にかかわらず、計算により算出することができる。 

３  第一項の測定又は前項の計算は、一センチメートル線量当量率又は一センチメートル線

量当量について行うものとする。ただし、前条第一号の管理区域のうち、七十マイクロメ

ートル線量当量率が一センチメートル線量当量率の十倍を超えるおそれがある場所又は七

十マイクロメートル線量当量が一センチメートル線量当量の十倍を超えるおそれのある場

所においては、それぞれ七十マイクロメートル線量当量率又は七十マイクロメートル線量

当量について行うものとする。 

４  事業者は、第一項の測定又は第二項の計算による結果を、見やすい場所に掲示する等の

方法によつて、管理区域に立ち入る労働者に周知させなければならない。 

 

（放射性物質の濃度の測定） 

第五十五条  事業者は、第五十三条第二号から第三号までに掲げる作業場について、その空

気中の放射性物質の濃度を一月以内ごとに一回、定期に、放射線測定器を用いて測定し、

その都度、前条第一項各号に掲げる事項を記録し、これを五年間保存しなければならな

い。 

 

 

４．特定化学物質障害予防規則（昭和 47年労働省令第 39号） 

第五章 管理（第二十七条－第三十八条の四） 

（測定及びその記録） 

第三十六条  事業者は、令第二十一条第七号の作業場（石綿等(石綿障害予防規則(平成十七年

厚生労働省令第二十一号。以下「石綿則」という。)第二条第一項に規定する石綿等をいう。以下

同じ。)に係るもの及び別表第一第三十七号に掲げる物を製造し、又は取り扱うものを除く。）につ

いて、六月以内ごとに一回、定期に、第一類物質（令別表第三第一号８に掲げる物を除く。）又は

第二類物質（別表第一に掲げる物を除く。）の空気中における濃度を測定しなければならない。 

２  事業者は、前項の規定による測定を行つたときは、その都度次の事項を記録し、これを三年間

保存しなければならない。 

  一  測定日時 

  二  測定方法 

  三  測定箇所 

  四  測定条件 

  五  測定結果 
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  六  測定を実施した者の氏名 

  七  測定結果に基づいて当該物質による労働者の健康障害の予防措置を講じたときは、当該

措置の概要 

３  事業者は、前項の測定の記録のうち、令別表第三第一号１、２若しくは４から７までに掲げる物

又は同表第二号３の２から６まで、８、８の２、11の２、12、13の２から 15の 2まで、18の 2から

の 19の 5まで、22の 2から 22の 5まで、23の２から 24まで、26、27の２、29、30、31の２、

32、33の２若しくは 34の 3に掲げる物に係る測定の記録並びに同号 11若しくは 21に掲げる物

又は別表第一第十一号若しくは第二十一号に掲げる物（以下「クロム酸等」という。）を製造する

作業場及びクロム酸等を鉱石から製造する事業場においてクロム酸等を取り扱う作業場につい

て行つた令別表第三第二号 11又は 21に掲げる物に係る測定の記録については、三十年間保

存するものとする。 

４  令第二十一条第七号の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。 

 一 第二条の二各号に掲げる業務 

  二 第三十八条の八において準用する有機則第三条第一項の場合における同項の業務(別表第

一第三十七号に掲げる物に係るものに限る。) 

      三 第三十八条の十三第二項第二号イ及びロに掲げる作業(同条第三項各号に規定する措置を

講じた場合に行うものに限る。) 

 

（評価の結果に基づく措置） 

第三十六条の三  事業者は、前条第一項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された

場所については、直ちに、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づ

き、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善する

ため必要な措置を講じ、当該場所の管理区分が第一管理区分又は第二管理区分となるようにし

なければならない。 

２  事業者は、前項の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、同項の場所につ

いて当該特定化学物質の濃度を測定し、及びその結果の評価を行わなければならない。 

３  前二項に定めるもののほか、事業者は、第一項の場所については、労働者に有効な呼吸用保

護具を使用させるほか、健康診断の実施その他労働者の健康の保持を図るため必要な措置を

講ずるとともに、前条第二項の規定による評価の記録、第一項の規定に基づき講ずる措置及び

前項の規定に基づく評価の結果を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知しなけれ

ばならない。 

 一 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。 

 二 書面を労働者に交付すること。 

 三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当

該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。 

 

（特定有機溶剤混合物に係る測定等） 

第三十六条の五 特別有機溶剤又は有機溶剤を含有する製剤その他の物（特別有機溶剤又は有

機溶剤の含有量（これらの物を二以上含む場合にあつては、それらの含有量の合計）が重量の

五パーセント以下のもの及び有機則第一条第一項第二号に規定する有機溶剤含有物（特別有

機溶剤を含有するものを除く。）を除く。第四十一条の二において「特定有機溶剤混合物」とい

う。）を製造し、又は取り扱う作業場(第三十八条の八において準用する有機則第三条第一項の

場合における同項の業務を行う作業場を除く。)については、有機則第二十八条（第一項を除く。）

から第二十八条の四までの規定を準用する。この場合において、第二十八条第二項中「当該有

機溶剤の濃度」とあるのは「特定有機溶剤混合物（特定化学物質障害予防規則（昭和四十七年

労働省令第三十九号）第三十六条の五に規定する特定有機溶剤混合物をいう。以下同じ。）に

含有される同令第二条第三号の二に規定する特別有機溶剤（以下「特別有機溶剤」という。）又

は令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤の濃度（特定有機溶剤混合物

が令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤を含有する場合にあつては、 
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 特別有機溶剤及び当該有機溶剤の濃度。第二十八条の三第二項において同じ。）」と、同条第三

項第七号及び第二十八条の三第二項中「有機溶剤」とあるのは「特定有機溶剤混合物に含有さ

れる特別有機溶剤又は令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤」と読み

替えるものとする。  

 

第五章の二 特殊な作業等の管理（第三十八条の五－第三十八条の二十一） 

（金属アーク溶接等作業に係る措置）（注：令和 2年 4月 22日厚生労働省令第 89号により追加） 

第三十八条の二十一 事業者は、金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、又は

ガウジングする作業その他の溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業（以下この条において「金 

属アーク溶接等作業」という。）を行う屋内作業場については、当該金属アーク溶接等作業に係る

溶接ヒュームを減少させるため、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を

講じなければならない。この場合において、事業者は、第五条の規定にかかわらず、金属アーク

溶接等作業において発生するガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装

置又はプッシュプル型換気装置を設けることを要しない。 

２ 事業者は、金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において、新たな金属アーク溶

接等作業の方法を採用しようとするとき、又は当該作業の方法を変更しようとするとき

は、あらかじめ、厚生労働大臣の定めるところにより、当該金属アーク溶接等作業に従事

する労働者の身体に装着する試料採取機器等を用いて行う測定により、当該作業場につい

て、空気中の溶接ヒュームの濃度を測定しなければならない。 

３ 事業者は、前項の規定による空気中の溶接ヒュームの濃度の測定の結果に応じて、換気

装置の風量の増加その他必要な措置を講じなければならない。 

４ 事業者は、前項に規定する措置を講じたときは、その効果を確認するため、第二項の作

業場について、同項の規定により、空気中の溶接ヒュームの濃度を測定しなければならな

い。 

５ 事業者は、金属アーク溶接等作業に労働者を従事させるときは、当該労働者に有効な呼

吸用保護具を使用させなければならない。 

６ 事業者は、金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において当該金属アーク溶

接等作業に労働者を従事させるときは、厚生労働大臣の定めるところにより、当該作業場

についての第二項及び第四項の規定による測定の結果に応じて、当該労働者に有効な呼吸

用保護具を使用させなければならない。 

７ 事業者は、前項の呼吸用保護具（面体を有するものに限る。）を使用させるときは、一年

以内ごとに一回、定期に、当該呼吸用保護具が適切に装着されていることを厚生労働大臣

の定める方法により確認し、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。 

８ 事業者は、第二項又は第四項の規定による測定を行つたときは、その都度、次の事項を

記録し、これを当該測定に係る金属アーク溶接等作業の方法を用いなくなつた日から起算

して三年を経過する日まで保存しなければならない。 

一 測定日時 

二 測定方法 

三 測定箇所 

四 測定条件 

五 測定結果 

六 測定を実施した者の氏名 

七 測定結果に応じて改善措置を講じたときは、当該措置の概要 

八 測定結果に応じた有効な呼吸用保護具を使用させたときは、当該呼吸用保護具の概要 

９ 事業者は、金属アーク溶接等作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行う屋内作

業場の床等を、水洗等によつて容易に掃除できる構造のものとし、水洗等粉じんの飛散し

ない方法によつて、毎日一回以上掃除しなければならない。 

10 労働者は、事業者から第五項又は第六項の呼吸用保護具の使用を命じられたときは、こ

れを使用しなければならない。 
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５．石綿障害予防規則（平成 17年厚生労働省令第 21号） 

（測定及びその記録） 

第三十六条 事業者は、令第二十一条第七号の作業場（石綿等に係るものに限る。）につい

て、六月以内ごとに一回、定期に、石綿の空気中における濃度を測定しなければならな

い。 

２ 事業者は、前項の規定による測定を行ったときは、その都度次の事項を記録し、これを

四十年間保存しなければならない。 

 一 測定日時 

 二 測定方法 

三 測定箇所 

四 測定条件 

五 測定結果 

六 測定を実施した者の氏名 

七 測定結果に基づいて当該石綿による労働者の健康障害の予防措置を講じたときは、当

該措置の概要 

 

 

６．鉛中毒予防規則（昭和 47年労働省令第 37号） 

（測定） 

第五十二条  事業者は、令第二十一条第八号に掲げる屋内作業場について、一年以内ごとに

一回、定期に、空気中における鉛の濃度を測定しなければならない。 

２  事業者は、前項の規定による測定を行なつたときは、そのつど次の事項を記録して、こ

れを三年間保存しなければならない。 

一  測定日時 

二  測定方法 

三  測定箇所 

四  測定条件 

五  測定結果 

六  測定を実施した者の氏名 

七  測定結果に基づいて鉛中毒の予防措置を講じたときは、当該措置の概要 

 

（評価の結果に基づく措置） 

第五十二条の三  事業者は、前条第一項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分さた

場所については、直ちに、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に

基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改

善するため必要な措置を講じ、当該場所の管理区分が第一管理区分又は第二管理区分とな

るようにしなければならない。 

２  事業者は、前項の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、同項の場

所について当該鉛の濃度を測定し、及びその結果の評価を行わなければならない。 

３ 前二項に定めるもののほか、事業者は、第一項の場所については、労働者に有効な呼吸

用保護具を使用させるほか、健康診断の実施その他労働者の健康の保持を図るため必要な

措置を講ずるとともに、前条第二項の規定による評価の記録、第一項の規定に基づき講ず

る措置及び前項の規定に基づく評価の結果を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に

周知しなければならない。 

一 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。 

二 書面を労働者に交付すること。 

三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働

者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。 
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（評価の結果に基づく措置） 

第五十二条の四  事業者は、第五十二条の二第一項の規定による評価の結果、第二管理区分

に区分された場所については、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結

果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境

を改善するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、事業者は、前項の場所については、第五十二条の二第二項の

規定による評価の記録及び前項の規定に基づき講ずる措置を次に掲げるいずれかの方法に

よって労働者に周知しなければならない。 

一 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。 

二 書面を労働者に交付すること。 

三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働

者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。 

 

 

７．有機溶剤中毒予防規則（昭和 47年労働省令第 36号） 

（測定） 

第二十八条  令第二十一条第十号の厚生労働省令で定める業務は、令別表第六の二第一号か

ら第四十七号までに掲げる有機溶剤に係る有機溶剤業務のうち、第三条第一項の場合にお

ける同項の業務以外の業務とする。 

２  事業者は、前項の業務を行う屋内作業場について、六月以内ごとに一回、定期に、当該

有機溶剤の濃度を測定しなければならない。 

３  事業者は、前項の規定により測定を行なつたときは、そのつど次の事項を記録して、こ

れを三年間保存しなければならない。 

一  測定日時 

二  測定方法 

三  測定箇所 

四  測定条件 

五  測定結果 

六  測定を実施した者の氏名 

七  測定結果に基づいて当該有機溶剤による労働者の健康障害の予防措置を講じたとき

は、当該措置の概要 

 

（評価の結果に基づく措置） 

第二十八条の三  事業者は、前条第一項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分され 

た場所については、直ちに、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果

に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を

改善するため必要な措置を講じ、当該場所の管理区分が第一管理区分又は第二管理区分と

なるようにしなければならない。 

２  事業者は、前項の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、同項の場

所について当該有機溶剤の濃度を測定し、及びその結果の評価を行わなければならない。 

３  前二項に定めるもののほか、事業者は、第一項の場所については、労働者に有効な呼吸

用保護具を使用させるほか、健康診断の実施その他労働者の健康の保持を図るため必要な

措置を講ずるとともに、前条第二項の規定による評価の記録、第一項の規定に基づき講ず

る措置及び前項の規定に基づく評価の結果を次に掲げるいずれかの方法によって労働者に

周知しなければならない。 

一 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。 

二 書面を労働者に交付すること。 

三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働

者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。 

（以上） 


